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山北町第６次総合計画策定方針 

 

１ 目的 

  山北町第５次総合計画の計画期間が令和５年度をもって終了することから、令和６年

度を初年度とする山北町第６次総合計画を策定する。 

  策定にあたっては、従前からの課題である人口減少・少子高齢化の進行や大規模自然

災害発生への対応等に加え、新型コロナウイルス感染症による急激な社会変容はもとよ

り、急速に変化するデジタル化の進展や国内外における社会経済情勢の変動等、本町を

取り巻く様々な環境の変化に対応するとともに、「バックキャスティング※」の手法を用

いて、誰一人取り残さない社会の実現を目指す、持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ」の観

点を取り入れながら、実効性の高い総合計画を策定する。 

 

 ※ バックキャスティングとは、目標とする未来像を先に描き、それを実現する道筋を未来から

現在へとさかのぼる手法のこと。 

 

２ 計画期間 

次期計画の構成及び期間は、次のとおりとする。 

（１）基本構想 令和６年度から令和 15年度までの 10年間 

（２）基本計画 ①前期 令和６年度から令和 10年度までの５年間 

②後期 令和 11年度から令和 15年度までの５年間 

 

３ 策定体制 

（１） 総合計画審議会［附属機関］ 

町教育委員会、町農業委員会、町内公共団体の代表者、学識経験者、公募による町

民により構成し、総合計画の策定について、町長の諮問に応じて調査及び審議し、答

申する。 

 

（２） 総合計画策定推進会議［庁内検討組織］ 

町長、副町長、教育長、課長等により構成し、総合計画の策定に必要な事項の調査

検討及び総合計画審議会へ提出する議題の調整を行う。 

 

４ 実施内容 

（１）基礎調査等の実施・分析【令和４年度】 

   本町を取り巻く環境や現況、将来性を調査・分析し、課題の整理を行い、調査結果

について取りまとめる。 

※将来フレームの推計及び分析（山北町第２期人口ビジョンの修正） 

現行の人口ビジョンの推計値と実績値の乖離等の分析・検証を行ったうえで、最

新の人口データに基づき将来人口を推計し、人口ビジョンの修正を行い、次期計画

による人口推計との整合を図る。 

 

資料３ 
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（２）アンケート調査の実施【令和４年度】 

① 町民アンケート調査の実施 

まちづくりの基礎となる町民の意向を把握し、計画に反映するためアンケート調査を

実施する。 

 

   実施概要 

   ・調査対象 住民基本台帳から無作為抽出した18歳以上の町内在住者 

   ・調査人数 3,000人 

   ・調査期間 令和５年２月14日（火）～３月６日（月） 

   ・回収結果 回収数1，267通 回収率42.2％（３月20日時点） 

 

② 転入者アンケート調査の実施 

水上テラスや丸山住宅、サンライズ山北の居住者の方へ、本町へ転入された理由や、

居住地を決めた理由などをお聞きするなど、転入者の意向を把握し、計画策定の基礎資

料とするため、アンケート調査を実施する。 

 

（３）町民等の参加による計画づくり【令和４年度・令和５年度】 

自治基本条例の理念に基づき、町民との協働により策定するため、次に掲げる手法

を用いて、多様な主体の意見等を的確に反映した計画づくりを行う。 

① 町民ワークショップの実施 

・日時 令和５年４月30日（日）10時～12時 

・場所 生涯学習センター 

・対象 町内在住の18歳以上の方 

・定員 20名（応募者多数の場合は抽選） 

 

② 中学生ワークショップの実施 

・日時 令和５年３月16日（木）13時～15時 

・場所 山北中学校 

・対象 中学１、２年生12名 

 

③ 座談会「町長と語ろうまちづくり」、山北町子ども議会（小学生）、県立山北高等

学校「総合的な探求の時間」による意見集約 

 

④ 各種団体調査 

老人クラブ連合会、ボランティア連絡協議会、中川温泉旅館組合、丹沢湖観光連絡

会、スポーツ協会、文化団体連絡協議会、ＰＴＡ連絡会、婦人会連絡協議会、NPO

法人情緒豊かな町づくり 

 

⑤ パブリックコメント 
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（４）現行計画の評価・検証【令和４年度・令和５年度】 

各種施策ごとの達成状況や課題等を評価・検証するため、進捗状況を把握、整理す

る。また、職員の意向・提言を把握するため、職員アンケートや、必要に応じ各課ヒア

リング等を行い、次期計画の策定に反映させる。 

 

（５）基本構想の策定【令和４年度・令和５年度】 

調査結果や評価・検証事項を踏まえ、まちづくりの基本理念や目指すべき将来像に

ついて取りまとめ、それらを実現するために必要な基本的な方針を明らかにする基本

構想を策定する。 

 

（６）基本計画の策定【令和５年度】 

基本構想の実現に向けた、まちづくりを推進するための基本的な施策や具体的な取

り組みを体系的に示した基本計画を策定する。 

 

（７）ＳＤＧｓの推進【令和５年度】 

ＳＤＧｓを推進するため、職員研修を行うとともに、ＳＤＧｓのゴール・ターゲット

等を参考にした取り組みや評価指標の設定を行う。 
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どんなまちでありたいか（目指す将来の姿） 

小中学生 

高校生 

成人 

団体 

職員 

町長 

いつまでにどのような姿になっていればよいか 

第６次総合計画ではどこまでを目指すか 

そのために 
何をするか 

そのために 
何をするか 

そのために 
何をするか 

SDGs の考え方に基づく新しい総合計画の策定手法 

山北町第６次総合計画 

【アプローチ】 
バックキャスト 

KGI 

KPI 

【シナジー】 
経済 
社会 
環境 


